
�愛媛県規則第７４号
愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理す

る事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処

理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理す

る事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）の

一部を次のように改正する。

別表６の項右欄第２号及び第４号中「第３１条の２第２項第

１３号ハ及び第６２条の３第４項第１３号ハ」を「第３１条の２第２

項第１４号ハ及び第６２条の３第４項第１４号ハ」に改め、同表１９

の項を次のように改める。

１９ 削除

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第７５号
愛媛県法定外公共用財産使用条例施行規則を廃止する規則

を次のように定める。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県法定外公共用財産使用条例施行規則を廃止する

規則

愛媛県法定外公共用財産使用条例施行規則（平成１２年愛媛

県規則第２２号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第７６号
都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一

部を改正する規則を次のように定める。

平成１７年１２月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則

の一部を改正する規則

都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則（昭

和４６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

第１５条第３項中「及び新居浜市」を「、新居浜市及び西条

市」に改める。

附 則

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。
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